
熊本市特別支援教育就学奨励費支給要綱 

 

制定 平成 ７年 ４月 １日   教育長決裁 

改正 平成１９年 ４月 １日   教育長決裁 

平成２２年１０月 １日  学務課長決裁 

平成２３年 ５月２４日  学務課長決裁 

平成２４年１１月１３日   教育長決裁 

平成２５年 ６月２０日   教育長決裁 

平成２５年 ８月３０日総合支援課長決裁 

平成２６年 ４月 １日   教育長決裁 

平成２８年 ３月３１日   教育長決裁 

平成３０年 ４月 １日   教育長決裁 

平成３１年 ４月 １日  教育次長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、熊本市特別支援教育就学奨励費支給規則（平成２７年教委規則第１１号。以下「規則」と

いう。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱で使用する用語は、特に定めるもののほか、規則で使用する用語の例による。 

（支給費目及び支給金額の基準） 

第３条 規則第４条第２項及び第９条に規定する支給する費目及び金額の基準並びに支弁区分は、別表のとおり

とする。 

（申請） 

第４条 規則第７条の特別支援教育就学奨励費申請書兼収入額需要額調書（以下「申請書」という。）は様式第１

号のとおりとする。 

２ 規則第７条に規定する必要な書類は、次の各号のうちのいずれかとする。 

 (1) 世帯全員の収入状況を証明するもの 

 (2) 特別支援教育就学奨励費申請に係る個人番号届出書（様式第１－２号） 

３ 前項の規定にかかわらず、申請があった日の属する年度の前年度の１２月末日に熊本市に住所を有していた

ときは、前項に規定する書類の提出を省略することができる。 

（審査の方法） 

第５条 規則第８条の審査は、規則第７条に基づき提出される申請書を、学校から提出される特別支援学級又は

通級指導教室の名簿と照合することにより行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、規則第３条第１号の支給対象者としての認定を受けようとする者は、特別支援教

育就学奨励費審査願（様式第２号）及び必要な書類（以下｢審査願等｣という。）を児童生徒が在学する学校の校

長に提出するものとする。 

３ 校長は、申請者から前項の審査願等の提出があったときは、特別支援教育就学奨励費(通常学級分)審査に係

る意見書（様式第３号。以下｢意見書｣という。）を作成し、教育委員会に提出するものとする。 

４ 教育委員会は、前２項の規定により校長から審査願等及び意見書の提出があったときは、熊本市就学支援委

員会条例（昭和５３年３月３１日条例第１５号)第１条に規定する就学支援委員会に聴取を行い、その意見に基

づき審査を行う。 

（支弁区分） 

第６条 規則第９条に掲げる支弁区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 第Ⅰ区分 収入額が需要額の１．５倍未満 

(2) 第Ⅱ区分 収入額が需要額の１．５倍以上２．５倍未満 

(3) 第Ⅲ区分 収入額が需要額の２．５倍 

（支給方法） 

第７条 規則第１０条に規定する支給方法は、原則として口座振込依頼書（様式第４－１号）によって認定者が

あらかじめ届け出た預金口座への振り込みとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、その他の方法によ

り支給することができる。 



２ 前項で届け出た振込口座の変更は、振込口座変更届（様式第４－２号）の提出によって行うものとする。 

３ 規則第１０条に規定する支給の手続に係る校長への委任は、申請書（様式第１号）の提出によって行うも

のとする。 

 （届出等） 

第８条 規則第１１条に規定する届出書は、特別支援教育就学奨励費辞退届（様式第５号）とする。 

 

附 則 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年１１月１３日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年６月２０日から施行し、平成２５年４月１日より適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年８月３０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  



別表（第３条関係） 

熊本市特別支援教育就学奨励費各費目及び支給額 

支給する費目 支弁区分 
金額の基準 

小学校 中学校 

給 食 費 第Ⅰ・Ⅱ区分  実  費 × １／２ 

通 学 費 
第Ⅰ・Ⅱ区分  実  費 

第 Ⅲ 区 分 実  費 × １／２ 

修 学 旅 行 費 第Ⅰ・Ⅱ区分  
実  費 × １／２ 

（但し、国の定める補助対象限度額を上限とする） 

校 外 活 動 費 

（宿泊を伴わないもの） 
第Ⅰ・Ⅱ区分  

実  費 × １／２ 

（但し、国の定める補助対象限度額を上限とする） 

校 外 活 動 費 

（宿泊を伴うもの） 
第Ⅰ・Ⅱ区分  

実  費 × １／２ 

（但し、国の定める補助対象限度額を上限とする） 

学用品・通学用品購入費 第Ⅰ・Ⅱ区分  
実 費 × １／２ 

（但し、国の定める補助対象限度額を上限とする） 

新入学児童生徒学用品 

通 学 用 品 購 入 費 
第Ⅰ・Ⅱ区分  

実 費 × １／２ 

（但し、国の定める補助対象限度額を上限とする） 

職場実習交通費 
第Ⅰ・Ⅱ区分  ― 実     費 

第 Ⅲ 区 分 ― 実 費 × １／２ 

交流学習交通費 
第Ⅰ・Ⅱ区分  実  費 

第 Ⅲ 区 分 実  費 × １／２ 

   

 

 

 



 



 

 

様式第１－２号（第４条第２項関係） 

特別支援教育就学奨励費申請に係る個人番号届出書 

                     

熊本市教育委員会 様 

 

熊本市特別支援教育就学奨励費の経費の支弁に関する事務に必要な世帯員の個人番号を、下記のとおり 

届け出ます。 

また、下記の者は行政の手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 19条 

第 8号の規定に基づき、特別支援教育就学奨励費の経費の支弁に関する事務において、熊本市教育委員会 

が下記の個人番号を利用して地方税関係情報の提供を求めることに同意します。 

 

記 

 

同意者 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

前年度 12月末日の住所  

個 人 番 号             

同意者 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

前年度 12月末日の住所  

個 人 番 号             

同意者 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

前年度 12月末日の住所  

個 人 番 号             

同意者 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

前年度 12月末日の住所  

個 人 番 号             

※ 本事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 9条第 2項の 

規定に基づき定める熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第 1第 13の項の 

規定により、個人番号を利用することを認められています。 

※ 個人番号を確認できる書類（個人番号通知カードまたは個人番号カード等）の写しを添付して提出して 

ください。 

   年   月   日 

 

申請者（保護者）氏名                 

学校番号 学年 台帳番号 

小・中    



 

様式第２号（第５条第２項関係） 

 

特別支援教育就学奨励費審査願 

 

 

熊本市教育長 様 

 

 

熊本市特別支援教育就学奨励費支給要綱第５条第２項に基づき、特別支援教育就学奨励費

審査願を提出しますので、審査をお願いします。 

なお、特別支援教育就学奨励費の審査にあたり必要がある場合は対象児童生徒の障害の程

度や関係機関への相談歴等の個人情報を閲覧することに同意します。 

 

                   

申 請 年 月 日 年     月     日 

住     所  

児 童 生徒 氏 名  

保 護 者 氏 名  印 

 

 

 

 添付書類                     
※ 以下の手帳をお持ちの場合はその写しを添付して下さい。 

□ 療育手帳   （写し） 

□ 身体障害者手帳（写し） 

 

 

 

 

学  校  記  入  欄 

学番・学校名   

担当者職・氏名   

連絡先  



様式第３号（第５条第３項関係）                        発第    号 

 年  月  日 

熊本市教育長 様        

             学校長          印 

 

特別支援教育就学奨励費（通常学級分）審査に係る意見書 

 

 

このことについて、（        ）に係る特別支援教育就学奨励費審査願が提出されましたので

審査に係る意見書を提出いたします。 

 

記 

※ 「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」を添付してください。 

 担当者職・氏名             電  話  番  号           

審   査   願 

受 領 年 月 日 
   年    月   日 

フ リ ガ ナ 

保護者氏名 
 

 

フ リ ガ ナ 

対 象 児 童 生 徒 

氏  名 
 

性 
別 

男
・
女 

対象児童生徒 

生 年 月 日 
年  月  日生 

学 

年 

  年 

就学支援委員会

審議歴の有無 
有 ・ 無 ・ 不明 

療育手帳・身体障

害者手帳の有無 

・療育手帳   （ 有 ・ 無 ） 

・身体障害者手帳（ 有 ・ 無 ） 
※有の場合は写しを提出して下さい。 

相   談   歴  診断名等  

知能検査・学力テス

トの結果等 
 

具  体  的  な  課  題 

学 校 記 入 欄 備  考 

○ 学習面 

 

 

 
 

 

 

 

○ 生活面 

 

 

 

 

○ 対人関係 

 

 

 

 

○ その他の行動特徴 

 

 

 

 

【 学 校 長 所 見 】 

児童生徒氏名 



様式第４－１号（第７条第１項関係） 

 

 

口座振込依頼書 

 

  年  月  日 

 

熊本市長 様 

 

 

児 童 生 徒 氏 名  

住        所  

申請者（保護者）氏名  印 

 

熊本市特別支援教育就学奨励費支給要綱により支払われる奨励費を下記名義の預金口座

に支払われますよう依頼します。 

 

記 

 

振 込 口 座 

金

融

機

関 

           銀行 

           金庫 

           農協 

本

支

店 

           本店 

           支店 

          出張所 

預

金

種

類 

普 通 

当 座 

口

座

番

号

等 

金融機関 

コード 

本支店 

コード 
口 座 番 号 口

座

名

義 

フリガナ 

 

名 前 
              

 

※申請者名義の普通預金口座へ振り込みますので、通帳（表紙の裏）又はキャッシュカード

の写しを添付してください。 

学
校
記
入
欄 

学校番号 台帳番号 

小・中   

※通級の場合は設置校番号を記載 

 



様式第４－２号（第７条第２項関係） 

 

 

 

振込口座変更届 

 

  年  月  日 

 

熊本市長 様 

 

 

児 童 生 徒 氏 名  

住        所  

申請者（保護者）氏名  印 

 

私は、熊本市特別支援教育就学奨励費支給要綱により支払われる奨励費の振込先口座を

下記のとおり変更したいのでお届けします。 

 

記 

 

振 込 口 座 

金

融

機

関 

           銀行 

           金庫 

           農協 

本

支

店 

           本店 

           支店 

          出張所 

預

金

種

類 

普 通 

当 座 

口

座

番

号

等 

金融機関 

コード 

本支店 

コード 
口 座 番 号 口

座

名

義 

フリガナ 

 

名 前 
              

 

※申請者名義の普通預金口座へ振り込みますので、通帳（表紙の裏）又はキャッシュカー

ドの写しを添付してください。 

学
校
記
入
欄 

学校番号 台帳番号 

小・中   

※通級の場合は設置校番号を記載 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

 

 

特別支援教育就学奨励費辞退届 

                     

                               

 熊本市長 様 

 

私は、   年度熊本市特別支援教育就学奨励費の受給を辞退い

たします。 

 

年  月  日  

住所                

保護者氏名          印  

児童生徒氏名            

 

学
校
記
入
欄 

学校番号 台帳番号 

小・中   

※通級の場合は設置校番号を記載 

 


